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は じ め に 

 

本市では、平成 16(2004)年 12 月に「周南市行政改革大綱（第１次行政改革大綱）」

を策定して以降、計画的な行財政改革に継続して取り組んでまいりました。 

この間、「合併後のまちづくり」から「自立したまちづくり」への転換を目指し、行

政評価システムの導入をはじめ、定員適正化の推進、指定管理者制度を活用した外部

委託の推進など、市民の皆様と協力しながら一定の成果を上げてきたところです。 

一方で、合併による財政的な優遇措置の終了、今後ますます進行すると考えられる

人口減少や少子高齢化に伴う市税収入の減少や社会福祉関係費の増大、公共施設の老

朽化への対応など、本市の行財政運営は厳しい状況に直面しています。 

こうした課題に的確に対応し、将来にわたって持続可能で強固な財政基盤の構築に

向けた行財政改革の推進を図ることを目的に、令和２(2020)年度から６(2024)年度の

５年間を計画期間とする「第４次行財政改革大綱」を策定いたしました。 

本市が進めるこれからの行財政改革は、これまで培ってきた成果を生かし、ＰＤＣ

Ａサイクルを活用した業務改善に引き続き取り組みながら事業の「選択」と「集中」

を進め、刻々と変化する社会経済情勢や多様化する市民ニーズに応えられる行財政基

盤を確立する必要があります。 

このたび策定いたしました新たな行財政改革大綱は、そのための基本的な考え方を

定めたもので、本市の最上位計画である第２次まちづくり総合計画を下支えし、総合

計画に掲げる施策を着実に推進するための計画として非常に大きな役割を果たすもの

です。 

これからも市民の皆様に安心して本市で生活していただくために、全職員一丸とな

って本大綱に掲げる行財政改革に取り組み、引き続き必要な行政サービスを安定的に

提供できる持続可能な「自立したまちづくり」の確立を目指してまいります。 

 

 

令和２(2020)年３月 

 

周 南 市 長  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

  

 

 

１．これまでの行財政改革の取組と成果 

 （1）行政改革の取組と成果 

第１次行政改革大綱・第２次行財政改革大綱 

本市では平成 17(2005)年度から 21(2009)年度までは第１次行政改革大綱、平成

22(2010)年度から 26(2014)年度までは第２次行財政改革大綱を策定し、取り組んで

まいりました。その主な内容は次のとおりです。 

 

 

 

本市における定員管理は、第１次定員適正化計画（平成 17(2005)年度から

21(2009)年度）と第２次定員適正化計画（平成 22(2010)年度から 26(2014)年度）

の実施により、定員適正化に向けた取組を進めました。 

 

計画名及び基本目標 実施期間 基本方針 主な取組と成果

「第１次行政改革大綱」

　時代の変化に対応した新た
な行政システムの構築

平成17(2005)年度～
平成21(2009)年度

・コスト意識や経営感覚を取り
入れた行政運営の確立
・意欲あふれる職場の醸成
・便利で分かりやすいサービス
の提供
・市民との協働による行政運営
の推進

４２項目５２件の実施計画
・受益者負担の適正化
・市有財産の有効活用
・広告料収入の検討
・定員適正化の推進
・給与の適正化
・補助金等の見直し
・外部委託の推進

・５２件中４９件について当初目標を
達成

・財政効果４２億９，９８９万円

・職員削減数１９２人（５年間累計）

「第２次行財政改革大綱」

　バリューアップ「周南」～価
値を高める改革の推進

平成22(2010)年度～
平成26(2014)年度

・財政改革
・行政改革

２つの改革の柱で策定し、より
実効性の高い改革に取り組む

４４項目６１件の実施計画
・未利用財産の売却等
・有料広告による収入の確保
・徴収率の向上
・受益者負担の適正化
・特別会計等の経営の健全化
・定員適正化の推進
・時間差勤務制度の導入
・選択と集中による事業見直し

・６１件中２７件について計画通りに
実施

・財政効果５６億２，００３万円

・職員削減数７０人（５年間累計）

第１章 行財政改革の必要性 
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第３次行財政改革大綱 

 

【目標と構成】 

 

基本目標 「自立したまちづくり」を実現するための行財政改革のさらなる推進 

５つの大綱の柱と 14 の主要な施策と具体的な 56 の取組で構成 

≪大綱の柱≫ 

 健全財政の推進 

 公共施設等のマネジメントの推進 

 執行体制の最適化の推進 

 効率的な事務事業の推進 

 市民との共創共生の推進 

 

 

 

平成 27(2015)年度からはそれまで財政改革に特化して取り組んできた「健全財政

推進計画」を包含した計画として策定した第３次行財政改革大綱は、これまでの取

組をさらに深化・充実させるとともに、国の合併支援措置の終了をはじめ、公共施

設の老朽化や超高齢化の進展等の新たな課題に適切に対処するため、歳入・歳出全

般にわたる抜本的見直しや、真に必要な事業への「選択」と「集中」を進めること

により、必要な市民サービスが継続して提供できる行財政基盤を確立することを目

標としています。 

平成 27(2015)年度から令和元(2019)年度までの５年間を「合併後のまちづくり」

から「自立したまちづくり」への転換期と位置付け、市民との共創共生を進める中

で、「第２次周南市まちづくり総合計画」（以下「まちづくり総合計画」とする）に

掲げる将来の都市像「人・自然・産業が織りなす 未来につなげる 安心自立都市 

周南」の実現に向けて積極的に取組を進めているところです。 

 

【取組の効果】 

個別行動計画 56 項目の全てについて実施し、各項目に設定された指標のうち、そ

の目標達成率が 80％以上となった指標は８割を超えました。また、平成 27(2015)年

度から 30(2018)年度までの４年間で約 62 億円の財政的な効果を生み出しました。 
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【個別行動計画の主な財政効果】                 （単位：千円） 

  

  

定員管理については、平成 27(2015)年４月に、「職員配置適正化方針」を策定し、

職員数の抑制を図りながら定員の適正化に取り組みました。 

 

【定員適正化の取組による職員数の推移】       各年 4月 1日現在（人） 

年度 
Ｈ15 

(2003) 

合併時 

Ｈ27 

(2015) 

Ｈ28 

(2016) 

Ｈ29 

(2017) 

Ｈ30 

(2018) 
Ｒ元 

(2019) 
合計 

職員数 1,720 1,371 1,363 1,366 1,377 1,342 ― 

減員数 △349 △8 3 11 △35 △378  

 

 

 （2）財政改革の取組 

財政改革については、平成 17(2005)年度から 21(2009)年度までは、「周南市財政

健全化計画」、第２次大綱の計画期間である平成 22(2010)年度から 26(2014)年度ま

では、財政改革に特化した「周南市健全財政推進計画」を別に策定し、行財政改革

Ｈ27
(2015)

Ｈ28
(2016)

Ｈ29
(2017)

Ｈ30
(2018)

Ｈ27～Ｈ30計

歳入の確保によるもの

市有財産の有効活用 211,351 487,434 186,573 411,141 1,296,499

戦略的なまちづくりの推進に
よる収入の確保

233,200 440,964 237,908 259,803 1,171,875

事業実施のための財源の確保 153,199 23,309 43,122 108,911 328,541

収納率の向上、受益者負担の
適正化

217,477 398,110 201,064 124,449 941,100

計 815,227 1,349,817 668,667 904,304 3,738,015

歳出の削減によるもの

特別会計等の経営の健全化 151,843 426,167 464,928 769,395 1,812,333

公共施設の老朽化への適切な
対応

24,597 24,692 158,292 219,178 426,759

事務事業の見直し 116,986 111,583 97 703 229,369

民間活力の活用 1,330 0 0 783 2,113

計 294,756 562,442 623,317 990,059 2,470,574

1,109,983 1,912,259 1,291,984 1,894,363 6,208,589

年度

合計
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大綱との両輪で行財政改革に取り組んでまいりました。主な内容は次のとおりです。 

 

【財政健全化計画・健全財政推進計画の主な内容】 

 

 

 

なお、第３次行財政改革大綱では、行政改革と財政改革が緊密な関連をもつ必要

があることから、「行財政改革大綱」に「健全財政推進計画」を包含した計画として

計画名及び実施期間

「財政健全化計画」

平成17(2005)年度
・経常経費の徹底した削減

財政指標等 目標値 実績値

経常収支比率 85％以下 93.7%

起債制限比率 11.2％以下 8.6%

年度末財政調整基金残高 20億円以上 10.4億円

年度末起債残高 700億円以下 625.9億円

　※（　）は合併特例債を除く。 （510億円以下） (473.5億円）

「健全財政推進計画」

平成22(2010)年度
　　　　　～26(2014)年度

○数値目標の設定と達成状況

財政指標等 目標値 実績値

実質公債費比率 12.9％以下 8.6%

将来負担比率 120.0％以下 88.9%

財政調整基金等基金残高 25億円以上 64.8億円

年度末起債残高
（合併特例債及び臨時財政対策債を含む。）

850億円以下 858.8億円

年度末起債残高
（合併特例債及び臨時財政対策債を除く。）

250億円以下 280.2億円

・行政評価システムを活用した事務事業の
  再構築

・投資的経費の確保と経常経費の徹底した
  削減

・使用料・手数料等の適正な受益者負担の
  推進

・必要な財源の６０％以上を内部管理経費
  等から捻出

・職員定数の適正化、職員給与等の見直し

・公共施設の廃止や統合の実施

・民間活力の積極的な導入

　　　　　～21(2009)年度

・都市規模に見合った行財政運営 ・市税等収入の確保

基本目標 主な取組

・都市規模に見合った行財政運営 ・内部管理経費の削減

・周南市まちづくり総合計画に基づく投資的
  事業の確保

  （職員定数削減、給与等の見直しなど）

・積極的な財源確保

  (使用料･手数料の改定、遊休資産の活
   用など）
・行政評価システムの活用による事務事業
  等の見直し

○数値目標の設定と達成状況
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策定いたしました。 

大綱の柱である５つの重点的取組事項の一つとして、「健全財政の推進」を掲げる

とともに、大綱の目標の実現に向けて、改革の具体的な目標や取組内容を示す「推

進計画」を策定し、計画期間における単年度ごとの進捗状況や達成度を示していま

す。 

 

【第３次行財政改革大綱における財政の健全化に向けた取組】 

 

 

推進計画は、財政計画と個別行動計画で構成され、財政計画は計画期間５年間の

財政収支見通しや現状での財源不足額の解消に向けて、数値目標となる財政指標等

を４つ設定しています。 

平成 30(2018)年度末の実績値は以下の通りで、おおむね達成している状況です。 

 

【数値目標の設定と達成状況】 

財政指標等 目標値 
実績値 

平成 30(2018)年度末 

実質公債費比率 11.0％以下 8.1％ 

将来負担比率 110.0％以下 90.3％ 

財政調整基金及び減債基金の 
年度末残高 

40 億円以上 44.5 億円 

年度末市債残高 

400 億円以下 363.2 億円 ※臨時財政対策債及び合併特例債の 

普通交付税措置額を考慮 

大綱の柱 主要な施策

積極的な財源の確保

増加する歳出の抑制

まちづくり総合計画の着実な推進

適正な市債の発行・管理

特別会計及び企業会計の経営健全化

新地方公会計制度への対応と活用

健全財政推進に向けた財政指標等

健全財政の推進
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この第３次行財政改革大綱の取組を行うとともに、財政の健全化に努める中で、

大型建設事業の集中や地方交付税の合併算定替えの影響などによる財源不足に対応

するため、平成 29(2017)年度当初予算では財政調整基金を約 29 億４千万円取り崩

して対応したところです。 

財政調整基金の残高が激減する中で、平成 30(2018)年度以降も、人口減少に伴う

市税や合併優遇措置の終了等に伴う地方交付税など歳入の減少、公債費や公共施設

等の老朽化対策に要する経費の増加などにより発生した多額の財源不足を補うため

に厳しい財政運営を強いられる見込みとなったことから、平成 29(2017)年度に緊急

的・抜本的・具体的な対策を行う「周南市緊急財政対策」を策定し、取組を進めて

います。 

この対策は、第３次行財政改革大綱の財政計画に示す財源不足額を、予算編成に

おいて解消するための具体的な取組を定めるもので、その内容は、個別行動計画の

取組を深化・拡充したものです。 

 

【緊急財政対策の取組】 

≪目標と対策期間≫ 

◇目標 

「当初予算において財政調整基金に頼らない財政構造の構築 

 ～５年後を目途に財政調整基金繰入金をゼロにする～」  

◇対策期間 

平成 29(2017)年度から令和３(2021)年度の５年間 

（平成 30(2018)年度当初予算から令和４(2022)年度当初予算） 

 

≪財源確保に向けた主な取組内容≫ 

○ 個別行動計画の取組を深化・拡充した歳入確保・歳出抑制対策  

○ 市債借入限度額の設定  

「対策期間、５年間の市債借入額の上限を 150 億円とする」  

※合併特例債、臨時財政対策債、緊急防災・減災事業債、過疎債及び辺地債並

びに転貸債など償還元金全額の財源に特定財源が見込まれるものは除く。 
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２．本市の行政経営を取り巻く現状と課題 

 （1）周南市市民アンケートによる現状分析 

本市では平成 27(2015)年度から 10 年間を計画期間とするまちづくり総合計画を

策定し、計画的なまちづくりに取り組んでいますが、このうち５年間を計画期間と

する前期基本計画が令和元(2019)年度で終了するため、現在、令和２(2020)年度か

ら５年間の計画となる後期基本計画の策定を進めているところです。 

後期基本計画策定に向けた基礎資料とするため、市内在住 18 歳以上の人から無

作為に選んだ 3,000 人を対象に市民のニーズや満足度、市政に関する考えをお伺い

するアンケート調査を実施し、1,306 件の回答がありました。 

アンケート結果によると、今後のまちづくりにおける重要度の高さにおいて、「行

財政改革の推進」は 40 項目中 14 位で、行財政改革への市民の意識は比較的高いと

考えられます。 

一方で、市の取組 40 項目中、「行財政改革の取組」に対する満足度は 31 位で、前

回、平成 25(2013)年調査の 32 位と比べて、ほぼ横ばいとなっています。 

回答の内訳をみると、「満足」・「まあ満足」の合計は依然として「不満」・「やや不

満」の合計割合を下回り、「どちらともいえない」と考える人が大幅に増加している

ことから、さらなる行財政改革に徹底して取り組み、成果を示すことで満足度の向

上を目指していく必要があります。 

 

【行財政改革の取組に対する満足度】 

 満足  まあ満足  やや不満  不満  
どちらとも  

いえない  
無回答  

H30（2018）  1.6% 9.7% 8.6% 5.0% 64.8% 10.3% 

H25（2013）  1.9％  21.9％  24.6％  15.4％  23.2％  13.0％  

H20（2008）  1.6％  13.4％  21.8％  15.7％  33.8％  13.7％  

 

 

 

なお、今後の行財政改革において重点的に取り組むべき事項については、｢公共施

設の見直し」を選択した人の割合（30.6％）が最も高く、次いで「財政健全化への

取組」(27.9%)、「職員の資質の向上」(24.7%)となっています。 

資料：周南市市民アンケート調査（平成 20(2008)、25(2013)、30(2018)年度実施） 

区分  

年度  
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【今後の行財政改革において重点的に取り組むべき事項】 

 

 

 

  

 

 

（2）人口の現状と将来推計 

国勢調査によると、本市の人口は昭和 60(1985)年の 167,302 人をピークに減少が

続いており、平成 27(2015)年の人口は 144,842 人となっています。 

人口を年齢三区分別でみると、15 歳未満（年少人口）の構成比が減少する一方で、

65 歳以上（老年人口）の構成比が急激に上昇し、少子高齢化が顕著になっています。 

 

 

 

30.6 

27.9 

24.7 

18.8 

17.5 

17.2 

17.2 

16.2 

14.1 

13.0 

11.8 

8.7 

6.6 

4.5 

1.9 

9.3 

0 10 20 30 40

公共施設の見直し

財政健全化への取組

職員の資質の向上

窓口サービスの向上

未利用財産の売却（土地・建物）

職員数の適正化

民間活力の導入・外部委託の推進

補助金等の見直し

情報公開制度の充実

職員給与の見直し

使用料・手数料等の受益者負担の適正化

組織・機構の見直し

市民参画や市民協働の推進

事務事業の見直し

その他

無回答

%

N=1,306

資料：周南市市民アンケート調査（平成 30(2018)年度実施） 
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【総人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢三区分別人口の推移】 
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資料：総務省「国勢調査」  

 

資料：総務省「国勢調査」 
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また、平成 27(2015)年国勢調査結果に基づいて、平成 30(2018)年３月に国立社会保

障・人口問題研究所が公表した将来人口推計では、周南市の人口は令和 27(2045)年に

は 107,540 人になると予想されています。 

年齢三区分別の人口について、平成 27(2015)年と令和 27(2045)年を比べると、15

歳未満（年少人口）は約 6,000 人、65 歳以上（老年人口）は約 3,000 人減少し、15

～64 歳（生産年齢人口）については、約 28,000 人減少すると推計されています。 

人口の減少や少子高齢化の進展は、地域経済の縮小や労働力不足、生活サービスの

撤退、地域づくりの担い手不足などを招くことが予測されることから、将来を見据

えた持続可能な行財政運営を行う必要があります。 

 

【人口の将来推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （3）今後の財政見通し 

平成 15(2003)年４月の合併以降、一体感の醸成や均衡あるまちの発展を図るため、

合併による財政上の優遇措置を最大限活用し、合併後のまちの基盤づくりを進めて

資料：「日本の将来推計人口」国立社会保障・人口問題研究所 ※H27(2015)年は国勢調査実績値を表示 
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12.6% 11.8% 11.1% 10.8% 10.6% 10.7% 10.8%
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きましたが、財政上の優遇措置も平成 30(2018)年度で終了し、これからは将来にわ

たり持続可能な自立したまちとしての財政運営が必要となります。 

今後は、税率改正による法人市民税の減少や、人口減少に伴う個人市民税の減少

などの歳入減が見込まれる中、歳出においては、少子高齢化の進行による社会保障

費の増加、公共施設の老朽化対策に要する経費の増嵩、さらに近年の異常気象によ

る突発的な災害への備え等、必要な財源を確保しておかなければならないことから、

これまで以上に厳しい財政状況が見込まれます。 

 

 （4）組織・職員の状況 

本市の定員管理については、職員配置適正化方針（平成 27(2015)年度から

31(2019)年度）に基づき、計画的な職員採用とともに、新たな行政需要に対応する

職員の適正配置により、持続的な行政経営を推進できる効率的な組織体制の確立を

目指し、定員適正化に取り組んでいます。 

今後も、まちづくり総合計画の施策の着実な実施を図るうえで、職員の資質向上

に取り組むとともに、多様化・複雑化する市民ニーズに的確に対応できる業務執行

体制を構築していく必要があります。 

さらに、退職予定者と新規採用とのバランスによる組織の活力維持にも十分留意

するとともに、会計年度任用職員制度の開始や国の定年延長の動きに注視しながら、

中長期的な視点から職員の定員管理と組織体制整備が重要となります。 

 

 （5）公共施設の状況 

本市は２市２町が合併して発足したため、数多くの公共施設を抱え、その多くが

昭和 40(1965)年代から 50(1975)年代にかけて整備したものであり、既に大規模改修

や建替えの時期を迎えています。しかし、すべての施設を現状のまま更新していく

ことは財政的に困難であり、公共施設の老朽化問題への対応は本市にとって喫緊の

課題となっています。 

そのため、平成 27(2015)年８月に「周南市公共施設再配置計画」を策定し、身の

丈に合った施設の保有総量の最適化を実現させることを目的に、取組を開始しまし

た。 

これまでに、施設のマネジメント及び再配置計画の進行管理を行う統括組織を設

置し、モデル事業の実施や施設分類別計画の策定、自主点検の制度化などに積極的
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に取り組んでいます。 

しかし、再配置計画を着実に進めていくためには、本市における公共施設老朽化

の現状や市が進める取組などについて、市民に理解していただくことが必要であり、

これまで啓発用マンガの全戸配布や市広報への掲載、地域に出向いての説明会など

情報発信に努めてきましたが、今後も継続して広く市民にわかりやすく伝えていく

ことが課題の一つとなっています。 

 

 

３．新たな取組の必要性 

第３次行財政改革大綱においては「『自立したまちづくり』を実現するための行財

政改革のさらなる推進」を基本目標に据え、５つの大綱の柱を掲げるとともに、14

の主要な施策を構成する 56 の個別行動計画に取り組み、着実に成果を上げてきてい

ます。 

しかしながら、公共施設の老朽化への対応、さらに、新たな課題として、2040 年

問題や、会計年度任用職員制度の開始など、本市を取り巻く環境は第３次行財政改

革大綱策定時の想定よりも速い速度で変化しています。それに対応するためには、

強固な財政基盤の確立と必要な市民サービスを将来にわたり継続して提供可能な体

制づくりが求められます。 

そのためには、ＡＩやＲＰＡをはじめとする先進的なＩＣＴを有効に活用する「ス

マート自治体」への転換を進め、定型的な作業の自動化や徹底的な業務改善などの

改革に取り組む必要があります。また、業務効率化によって得られる行政資源を必

要な事業に最適に配分し、最少の経費で最大の効果をあげられるよう集中して投資

していく取組が必要となります。 

これまで本市が取り組んできた行財政改革の成果を生かし、今後も継続して「自

立したまちづくり」の確立に取り組むために、新たな行財政改革大綱を策定します。 
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１．大綱の概要 

（1）策定趣旨 

本大綱は本市の最上位計画であるまちづくり総合計画後期基本計画に掲げる施策

の確実な実施に向けて、本市の所有する行政資源の最適配分と、それぞれの資源の

連携・連動により、最少の経費で最大の効果をあげることを目標としています。 

市民が安心して生活できるまちを実現するために、職員一人ひとりが「自治体経

営」の視点を持って多様化する行政課題に対応し、持続的で安定した行財政運営を

確立します。 

 

（2）位置付け 

本大綱はまちづくり総合計画後期基本計画を下支えし、計画を構成する施策の着

実な推進を目指します。 

第３次行財政改革大綱では健全財政推進計画を行財政改革大綱に包含して策定い

たしましたが、本大綱においても同様の構成を引き継ぎ、行政改革と財政改革の両

方に取り組みます。 

なお、平成 29(2017)年度より５年間の取組として進めている周南市緊急財政対策

は、取組開始以降の制度改正等による新たな課題にも対応していく必要が生じてい

ることから、本大綱に吸収・統合し令和６(2024)年度まで進捗管理を行います。                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 大綱の目標と柱 
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（3）計画期間 

令和２(2020)年度から６(2024)年度までの５年間とします。 

 

（4）基本目標 

自治体経営の視点に立った持続可能な「自立したまちづくり」の確立 

 

まちづくり総合計画に掲げる施策の確実な進捗を図り、本市の抱える多くの課題

の解決に重点的に取り組むためには、本市の所有する限りある行政資源「ひと・も

の・かね・情報」を必要な事業に最適配分し、有効活用することが重要です。 

また、将来にわたって市民に安心して本市で生活していただくために、業務改善

を常に図りつつ、歳入・歳出を抜本的に見直し、財政的にも「自立したまちづくり」

を確立しなければなりません。 

そのためには、行政が担うべき事業の必要性、有効性、効率性、優先度等を総合

的に判断し、市民にとって真に有益で効果的な事業に集中して行政資源の投入を行

う必要があります。 

こうした行政資源を有効活用する仕組みに加え、さらに事業同士の連携・連動な

ど、効率・効果的なマネジメントを深化・拡充させる「自治体経営」の視点を職員

一人ひとりが持ち、実践することがこれまで以上に重要となります。 

自治体経営の視点による行財政改革に全職員で取り組むことで、真に必要な行政

サービスを将来にわたって安定して提供できる持続可能な「自立したまちづくり」

の確立を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自立したまちづくり」を実現するため 

行政資源の
適正配分

自治体経営の視点による
マネジメントの深化

持続可能な
「自立したまちづくり」の確立

第４次周南市行財政改革大綱 基本目標 

自治体経営の視点に立った持続可能な「自立したまちづくり」の確立 
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２．大綱の体系 

本市を取り巻く課題等を解決し、先に掲げた基本目標を達成するために４つの大

綱の柱を定め、達成するための手段である１２の施策について、以下に示します。 
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３．大綱の柱（重点的取組事項） 

１. 簡素で効率的な執行体制の確立 

多様化する市民ニーズや行政課題に対応するため、簡素で効率的な市民にわかり

やすい組織体制を基本に、従来の縦割行政の弊害を排除し、連携により横断的かつ、

柔軟で機動性の高い業務執行体制を構築します。 

 また、総職員数・総人件費の抑制を図りつつ、事務事業の見直し、民間委託の推

進、組織体制の見直し、多様な任用形態の活用等により、組織体制と職員配置の最

適化を図ります。 

 さらに、まちづくり総合計画の施策の実現に向けた着実な進捗を図るうえで、職

員一人ひとりの資質向上に取り組むとともに、働き方改革の推進により効率的な業

務執行体制の確立や、ワーク・ライフ・バランスの実現と労働環境の整備に取り組

みます。 

 

２. 市有財産のマネジメントの推進 

本市は、公共施設の老朽化問題への対応として、「公共施設等のマネジメントの推

進」を第３次大綱において初めて大綱の柱の１つとして位置付け、課題解決に向け

て様々な施策を推進してまいりました。 

公共施設のマネジメントは中長期的な視点で必要な取組であることから、本大綱

においても改革の柱の１つに掲げ、取組を加速させてまいります。 

今後、本市の財政状況が厳しくなることが予測される中、すべての施設を現状の

まま維持・更新していくことは困難であることから、平成 27(2015)年８月に策定し

た周南市公共施設再配置計画に定める４つのアクションプラン（施設分類別計画、

地域別計画、長期修繕計画、長寿命化計画）を着実に進めることで、施設の総量抑

制を図り、将来にわたり持続可能な市民サービスの提供を目指します。 

 

３. 健全で強固な財政基盤の確立 

 国の合併支援措置の終了等に伴い一般財源が減少する一方、人口減少や少子高齢

化の進行に対応していくための経費の増大が見込まれ、将来にわたり必要な行政サ

ービスを提供していくための財政基盤の確立に向け、さらに健全財政を推進する必

要があります。 

「歳入に見合った歳出」を基本方針とし、財政基盤の根幹となる歳入は、市税等

の公正かつ適切な収納に努めるとともに、受益者負担の適正化などによる財源確保

の充実・強化を図り、安定した自主財源の確保に取り組みます。 

限られた財源を市民にとって緊急性や必要性の高い事業に重点配分するため、事

務事業の最適化に取り組み、最少の経費で最大の効果があがるよう、計画的かつ持

続可能な健全財政を推進します。 
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また、地方公会計制度を活用した行財政マネジメントに取り組み、財務書類や財

政指標等を公表し、行財政状況の透明性の確保を図ります。 

 

４. 持続可能で効率的な行政サービスの提供 

第４次行財政改革大綱では本市の所有する「ひと・もの・かね」で構成する行政

資源のうち、インフラ施設や設備等を含めた市有財産のハード部分を「もの」と位

置付けるとともに、ＩＣＴの利活用や業務改善、事務効率の向上、市民サービスの

向上に繋がる「しくみ」に当たるソフト部分を「情報」と分類し、４つ目の行政資

源として位置付けました。 

今回、公共施設等のハード部分である「もの」とソフト部分にあたる「情報」を

それぞれ独立した行政資源として明確に位置付けることで、限りある行政資源をよ

り効率的で効果的に活用できるよう適正な資源配分を行い、「情報」を活用したスマ

ート自治体の実現に向けた取組を推進します。 

また、ＰＦＩや指定管理者制度などの公民連携の促進についても、これまで取り

組んできたしくみを生かし、改善を加えながら継続して取り組みます。 

適正な資源配分がなされた事務事業の実施にあたっては、行政が担うべき必要性、

有効性、効率性、優先度等を総合的に判断し、市民にとって真に有益で効果的な事

業に集中して行政資源の投入を実施することで、持続可能な行政サービスの提供を

行ってまいります。 

今後も複雑化する行政需要と多様化する市民ニーズに的確、迅速に対応し、市民

生活に必要な行政サービスを将来にわたって持続的に提供できるしくみづくりにつ

いて重点的に取り組みます。 
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- 

 

 

１. 簡素で効率的な執行体制の確立 

（1）組織体制の最適化 

① 新たなまちづくりに対応した組織体制の確立 

本市のまちづくり総合計画は後期基本計画が令和２(2020)年度からスタートし

たことから、新たなまちづくりに向け、市民ニーズの変化や緊急課題に的確・迅

速に対応するための柔軟で機動的な組織体制を確立します。また、庁内横断的な

プロジェクトチーム等の組織体制を効果的に活用して、組織の柔軟性・機動性の

向上を図ります。 

 

② 組織と職制の最適化 

簡素で効率的、機能的な組織体制を構築する観点から、関連業務、重複業務の

整理・集約を行い、組織の最適化を図ります。また、迅速な意思決定により組織

として最大限の力を発揮できるよう、役職者構成の最適化を図ります。 

さらに、役職者構成が業務内容や課題、そして、職務・職責に応じた最適なも

のとなるよう職制の見直しを行い、最適な組織運営に取り組みます。 

 

③ 給与制度等の適正化の推進 

職員の給与については、国・県・他市の状況や民間の給与水準との均衡を図る

とともに、適正な給与水準となるよう継続的に制度・運用の見直しに取り組みま

す。 

 

（2）職員配置の最適化 

① 定員管理の適正化 

効率的・効果的な行政運営に取り組み、合わせて総人件費の抑制を図るため、

再任用職員や会計年度任用職員等の多様な任用形態を活用し、定員の適正管理に

取り組みます。 

 

② 人員配置の適正化 

多様な市民ニーズに適正に対応していく中で、事務事業の見直し、民間委託の

推進、組織の見直し等により、総職員数の抑制に努め、適正な職員配置を行いま

す。また、個々の職員の能力が十分に発揮できる適材適所の人員配置に取り組み

ます。 

 

第３章 改革に向けての取組 
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（3）職員の資質向上 

① 人材育成の強化 

まちづくり総合計画の着実な進捗を図るうえで、職員には市民感覚・市民目線

に立って課題を発見し解決する政策形成能力や高度な業務遂行能力とともに高い

倫理観と使命感が求められています。 

本市では、「周南市人材育成基本方針」に基づき、「採用」「能力開発」「評価」

「処遇」「異動・配置」「職場環境」の６つの取組を連動させたトータル人事シス

テムの運用により、効果的かつ計画的な人材育成に取り組み、職員の資質の向上

に努めます。 

 

② 人事評価制度の活用 

組織の活性化や業務の能率の向上を図るためには、職員の能力及び業績を適切

に把握し、能力開発や適材適所の登用・配置、そして処遇などの人事管理に的確

に反映することが重要であり、これまでの人事評価の結果を十分に検証し、さら

に活用する取組を進めます。 

 

③ 職員提案制度の活性化 

職員提案制度を積極的に活用し、職員からの提案や改善報告を市政に反映させ

ることで市民サービスの向上及び効率的な行政運営を進めるとともに、自己啓発

と改善意識の醸成による職員の資質向上と組織の活性化を図ります。また、より

効果的な運用を目指し、制度の改善にも取り組みます。 

 

④ ワーク・ライフ・バランスの実現と労働環境の整備 

ＩＣＴを活用した効率的な業務執行により、時間外勤務の縮減、休暇が積極的

に取得できる職場環境づくりの推進を図り、職員が仕事と育児、介護、趣味、地

域活動等の仕事以外の生活との両立を推進します。また、職員の健康管理と働き

やすく働きがいのある労働環境を働き方改革の推進により整備します。 

 

⑤ コンプライアンス・公務員倫理の徹底 

公務員は、その身分を地方公務員法等で厚く保障され、高い職業倫理が求めら

れます。 

職員は、職務の特質性である「公益性」「公平・中立性」「公正性」「独占性」

「権力性」を強く意識し、法令遵守による適正な業務処理の徹底と倫理意識の向

上により、市民の期待に応える信頼性の高い市政運営に取り組みます。 
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２. 市有財産のマネジメントの推進 

（1）戦略的かつ適正な公有財産の管理と活用 

 ① 公共施設の効果的運用 

人口減少と人口構成の推移が、行政サービスに対する市民ニーズの質と量に変

化をもたらすことから、的確な人口動態予測と、利用状況や将来的な需要など客

観的な検証に基づき、既存公共施設に対する適合性を総点検し、必要に応じて統

廃合や複合化、多目的化を進め、廃止を含む公共施設の集約化と縮減を図りま

す。 

 

② 管理運営経費の効率化 

既存公共施設において提供されるサービスの内容、規模や形態を考慮し、最も

適した管理運営方法を導入します。また、類似施設に係る指定管理の一元化や業

務委託の一括発注などにより可能な限り契約を集約し、管理運営経費の効率化を

推進します。 

 

③ 公共施設の長寿命化 

将来にわたって持続可能な行政サービスを維持するため、長期的な視点を持っ

て公共施設の長寿命化及びインフラ施設の更新や修繕などを計画的に行うことに

より、財政負担を軽減・平準化し、利用者の安心・安全を確保します。 

 

④ 公共施設マネジメントに係る財源の確保 

公共施設の更新及び長寿命化や予防保全を一元的マネジメントにより進めるた

めの費用負担を平準化することや、将来生じる修繕・更新費用の不足に備え、基

金の創設を検討します。 

 

（2）市有財産の有効活用 

① 財産運用の推進 

市が所有する未利用の土地や建物等の遊休資産については、積極的に売却や貸

付に努め、自主財源の確保を図ります。 

 

② 有料広告の推進 

市が所有する財産や発行する印刷物等を経営資源として捉え、可能な限り有

料広告を導入し、自主財源の確保を図ります。 
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３. 健全で強固な財政基盤の確立 

（1）積極的な財源の確保 

 ① 収納率の向上 

自主財源の大部分を占める市税については、口座振替制度の加入促進をはじ

め、コンビニ窓口収納やスマートフォン等を利用した公金決済サービスなど、納

税者がこれまで以上に納付しやすい環境の整備を進めてきましたが、更に研究を

進め、納税者の利便性の向上に努めるとともに、滞納処分の強化にも取り組み、

着実な収納率の向上を図ります。 

 

② 受益者負担の適正化 

受益者負担については、その対価相当額となる使用料や手数料の算定根拠に、

施設の維持費やサービスを提供するためのコスト等を適切に反映させているか定

期的に検証し、適正化を図ります。 

また、各施設における使用料等の減免適用状況等を踏まえ、必要に応じて減免

基準を見直します。 

 

③ 事業実施のための財源の確保 

事業の実施にあたっては、国県等の補助制度を積極的に活用することにより、

財源の確保に努めます。 

また、緊急時に備えるための財政調整基金や減債基金の一定額の確保に努める

とともに、保有する基金を有効に活用し、自立したまちづくりを進めます。 

 

④ 債権の適正管理 

安定的な財源確保に資するため、市税や使用料・手数料等、市が保有する債権

の未収状況を把握し、債権管理条例等に基づき、公債権のみならず私債権につい

ても公正かつ適正に管理します。 

 

（2）歳出の抑制 

① 維持管理経費の削減 

公共施設老朽化の進行が今後も大きな課題となりますが、公共施設再配置計画

に基づき、施設の総量抑制や長寿命化などを進め、施設維持管理経費の削減を図

ります。 

 

② 事務事業の見直しによる経費の削減 

行政評価を活用した事務事業の見直しや、各担当部署での工夫などにより、事

業に係る経費の削減を図ります。 
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また、外部委託やＰＦＩ事業など、公民連携を推進することで、事務事業の効

率化を図ります。 

 

③ 市債発行額の抑制等 

事業実施の財源を市債に頼りすぎると公債費が増嵩し、財政運営を硬直化させ

る大きな要因となります。 

今後の公債費の動向を見据え、市債発行額の上限を設定し、公債費を抑制する

とともに、新規発行市債の償還期間を見直すことで、公債費の平準化を図りま

す。 

 

④ 人件費の抑制 

組織や人員体制、業務内容を積極的に見直し、再任用職員の適正な配置や、Ｉ

ＣＴの利活用などにより働き方改革にも対応するとともに、人件費の抑制を図り

ます。 

 

⑤ 補助金等の見直し 

補助金や交付金については、対象事業の実績からその効果を検証し、目的の達

成度合に応じた見直しを行うとともに、サンセット方式の徹底を図ります。 

 

（3）財政の健全性と透明性の確保 

① 財政の健全性の堅持 

国の経済予測等により中期的な財政収支見通しを試算して予算編成等に活用

するなど、計画的な財政運営に努めるとともに、健全財政推進に向けた財政指標

等による目標設定を行い、その進捗管理を行います。 

 

② 地方公会計制度の活用 

財政の効率化・適正化を図ることを目的に導入した地方公会計制度により、

新たな視点からの財務分析を行い、使用料等の見直しや公共施設の老朽化に対応

していくための行財政マネジメントに活用します。 

また、作成した財務書類は、市民に分かりやすく提供することで、行財政状況

の透明性を確保するとともに、市民との共通認識を図ります。 

 

③ 特別会計等の経営健全化 

特別会計や公営企業会計の経営改善を進め、財政基盤の強化を行うことで、一

般会計からの繰出金の減額を図ります。また、外郭団体については団体の自主性
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を尊重しながら事業運営の効率化を推進するとともに、自立性の強化を促すこと

で補助金や委託料の適正化を図ります。 

 

 

４. 持続可能で効率的な行政サービスの提供 

（1）事務事業の最適化 

① 行政評価の活用による事務事業のスクラップアンドビルドの促進 

限りある行政資源の効率的、効果的な配分に向けて行政評価の情報を活用し、

情報を分析、検証することで問題点・課題等を把握し、事務改善と市民サービス

の向上に繋げます。 

また、効果が低いと認められる事務事業は縮小や事業の統合などを検討し、よ

り効果の高い事業への選択と集中による事務事業の最適化を進めます。 

 

② 行政評価システムの活用 

行政評価システムについても実施計画や予算編成・執行管理システム等と連動

し、行政評価の精度を上げていくなどの見直しを随時行い、これまで以上に効果

的な行政評価システムの運用に取り組みます。 

 

③ 内部事務の集約化 

市の内部事務について集約して行う方が効率的・効果的な運用が可能となる業

務については積極的な事務の集約化を検討します。 

 

（2）効率的・効果的な行政サービスの提供 

① 手数料等納入方法の多様化 

市税の収納においてはコンビニエンスストアでの納付が可能となるなどＩＣＴ

の発達により様々な決済手段が確立され、利用者の利便性は向上しています。手

数料の納入においても、費用対効果の面を十分に検討し、決済手段の多様化に向

けて取り組みます。 

 

 ② 業務の標準化 

市の提供する行政サービスは、本庁に限らず支所等の出先機関においても共通

した手続きや手順で同水準の品質が保たれる必要があります。職員の経験等に左

右されることなく、一定水準の行政サービスを迅速に提供するために業務の標準

化・マニュアル化に取り組みます。 

 

③ マイナンバーカードの普及及び活用 
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マイナンバー制度による利便性向上のメリットを、多くの市民が享受できるよ

うに、マイナンバーカードの普及促進に努めるとともに、適切なシステムの整備

と運用に努めます。また、マイナンバーカードを活用した電子申請（マイナポー

タル等）の対象業務拡大に取組み、市民サービスの向上を図ります。 

 

（3）スマート自治体推進への取組 

① ＩＣＴ利活用による業務の効率化 

少子高齢化や行政サービスのニーズ拡大をはじめ多様な課題への対応が求め

られる中、ＩＣＴを活用した業務の効率化を図る必要があります。 

近年急速に進展しているＲＰＡなどをはじめとする先進技術は、コスト削減

や業務改革にもつながることから、様々な業務でＩＣＴの利活用に取り組み、定

型的な作業の自動化や事務の効率化を図ります。 

 

② ＩＣＴ利活用による市民サービスの向上 

ＡＩやＩｏＴを活用した新たなシステムの導入に取り組むとともに、行政手続

きのオンライン申請を推進することにより、ＩＣＴを活用した市民の利便性向上

に取り組みます。 

 

（4）公民連携（ＰＰＰ）の促進 

① 公民連携（ＰＰＰ）の促進 

人口減少社会において限られた行政資源を有効活用していくために、従来の発

想に捉われず、あらゆる分野においてさらなる公民連携の可能性を模索するとと

もに、民間委託が可能な業務について精査し、その妥当性や効果について調査・

研究を継続して行います。 

今後も、公共施設等運営権制度（コンセッション）や包括的民間委託など新た

な公民連携の導入について検討し、良質で持続可能な市民サービスの提供に努め

ます。 
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１．行財政改革プランの策定  

 

本大綱の着実な実施に向けて「行財政改革プラン」を策定します。 

行財政改革プランは、本大綱の柱を構成する施策を具体的に推進するための個別の

取組について、主に市民サービスの向上に向けた進捗管理を行い、目標指標の修正や

新たな取組項目の追加等、ＰＤＣＡサイクルの中で必要に応じた見直しを行います。 

これらの取組の効果を行財政改革の成果として示すとともに、各年度の予算編成に

も反映させます。また、財政健全化の目安となる財政指標等の目標値達成を目指して

財政改革に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第４次行財政改革大綱

・施策を推進するための具体的な取組

・財政収支見通しの策定

・財政指標等の目標設定

行財政改革プラン

目標設定 進捗管理 成果の検証

第４章 実効ある改革に向けて 
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２．行財政改革の推進体制 

 

行財政改革を全庁一丸となって進めるため、これまで同様庁内組織である「行政改

革推進本部」、その下部組織として「行政改革推進研究会」を設置するとともに、庁外

組織として民間の有識者や公募市民等から構成する「行政改革審議会」を設置します。 

 

(1) 行政改革推進本部の役割 

市長を本部長とし、各部長等を本部員とする行政改革推進本部は行財政改革大綱

を策定するとともに、各部課の行財政改革の進捗状況を把握し、改革推進のために

必要な総合調整や指示等を行います。 

 

(2) 行政改革推進研究会の役割 

行政改革推進研究会は、行政改革推進本部が必要に応じて設置し、行財政改革に

関する調査、研究等を行います。 

 

(3) 担当課の役割 

推進目標を掲げる改革への取組は、各事業を所管する担当課が中心となって進め、

推進計画の進捗状況や効果等を行政改革推進本部に報告します。 

 

(4) 行政改革審議会の役割 

周南市執行機関の附属機関の設置に関する条例により設置されている行政改革審

議会は、市長から行財政改革大綱に関する審議・審査・調査等に関する諮問を受け、

市長に対して必要な意見・助言等を答申します。 

 

(5) 進捗状況の公表 

行財政運営の透明性を確保するため、本大綱の取組状況について、市民にわかり

やすく情報公開し、市民との共通認識を図ります。 
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【周南市行財政改革の推進体制図】 

 

行政改革審議会

行政改革推進本部
本部長 ：市長

副本部長 ：副市長

本部員 ：各部長等

行政改革推進研究会
会長：行財政改革推進担当部長

委員：関係課長

担当課

市

議会

市民

【事務局】行財政改革推進担当課

パブリック

・コメント
市民参画

意見答申

諮問

意見

報告・説明

情報提供

意見募集

指示
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用　語　説　明　　　　※日本語（５０音順）⇒数字⇒アルファベットの順で作成しています。

説 明

か

外郭団体

国や地方自治体などの行政機関の外部にあって、行政機関と連携を保ちながら、その
活動や事業を助ける団体のことです。財団法人、社団法人、株式会社など形態は多様
ですが、行政機関から出資を受け、あるいは補助金を交付されるなど財政的な援助
や、職員の派遣による人的援助を受けることもあります。

会計年度任用職員（制度）

地方公務員の臨時・非常勤職員の適正な任用と勤務条件を確保するために、令和２
(2020)年４月から施行される「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」
により創設された制度のことです。
期末手当等の支給が可能になるなど、非常勤職員の待遇改善が図られています。ま
た、会計年度任用職員は補助的な業務に従事し、会計年度内に限って任用することと
されています。

外部委託
業務や機能の一部または全部を、外部の企業や団体などに委託することです。アウト
ソーシングともいいます。

過疎債
過疎地域自立促進特別措置法により過疎地域に指定された市町村が、過疎地域自立
促進市町村計画に基づいて行う事業の財源として特別に発行が認められた地方債の
ことです。

合併算定替え

合併した市町村に対する国の支援措置の一つで、普通交付税の算定の特例のことを
いいます。
合併後の普通交付税の算定において、合併年度とこれに続く１0年度は、合併前の区
域をもって存続した場合に算定される額の合計額を下回らないように算定することと
し、その後５年度は段階的に縮減されます。

合併支援措置

国や県からの補助金や特例措置をはじめ、市町村合併に対する財政的な支援措置の
ことをいいます。
国の支援措置として、合併準備経費に対する補助金や特別交付税での措置をはじめ、
建設事業の実施や基金造成に有利な合併特例債が活用できること、また、普通交付税
額の算定の特例（合併算定替え）などがあります。県の支援措置としては、合併準備経
費や合併後の施設整備などに対する補助金などがあります。

合併特例債

合併した市町村が、まちづくり推進のための新市建設計画に基づいて実施する公共施
設の整備や地域振興のための基金の積立事業に対して借入する市債（地方債）のこと
です。合併年度とこれに続く15年間に限り、借り入れることができ、元利償還金の70％
が普通交付税で措置されます。

基金
地方自治体が条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持、または資
金を積み立て、または定額の資金を運用するために設置する財産・資金のことです。

起債
地方自治体が公共施設や道路、水道、下水道などの整備のために、長期（１年以上）
にわたって資金（地方債）を借り入れることをいいます。

行政資源
自治体等が所有する「ひと」「もの」「かね」といった有形財産と「情報」といった無形財産
の総称のことです。

緊急防災・減災事業債

大規模災害時の防災・減災対策のために必要な施設の整備や、大規模災害に迅速に
対応するために緊急に整備する必要のある情報網の構築、津波対策のための公共施
設の移設等の事業のために創設された地方債のことです。元利償還金の70％が普通
交付税で措置されます。

繰入金
市の基金を取り崩して一般会計や特別会計の歳入に入れたり、財源が不足した会計
の資金を補うため、他の会計から繰り入れる資金のことをいいます。

用 語

1 



説 明用 語

か

経常収支比率

市税、地方譲与税、地方交付税など毎年経常的に入ってくる歳入の総額(経常一般財
源総額）に対して、人件費、扶助費、公債費など経常的に支出される経費の総額（経常
経費充当一般財源）が占める割合です。
数字が小さいほど自由に使える資金が多いことを表し、大きくなるほど臨時的な経費に
回せる資金が少なくなり、財政の硬直化が進んでいることを表します。

減債基金 市債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金です。

公営企業会計（制度）

地方自治体が経営する、水道事業、自動車運送事業、鉄道事業や病院事業等の企業
が、その経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉の増進に向け
て運営されるよう、一般会計等とは異なる、民間企業の会計基準に近い形で財務諸表
等を作成する制度のことです。

公共施設の長寿命化
公共施設の定期的な点検を行い、建物の不具合が拡大する前に、適切な処置を行うこ
とで、建物の性能、機能を確保しながら、耐用年数を伸ばすことをいいます。

公共施設再配置計画
将来にわたり持続可能なサービスを提供するため、全ての公共施設等の有効活用を
基本としつつ、本市の身の丈に応じた施設保有量の実現や将来に向けた施設の方向
性を示すことを目的に策定した計画です。

公債費 市債の元金・利子や一時借入金の利子を支払うための経費です。

公民連携（PPP)
Public Private Partnershipの略。
公共団体と民間が連携して公共サービスの提供を行う事業方式のことです。PFI、指定
管理者制度、包括的民間委託等はこの中に含まれます。

国立社会保障・人口問題
研究所

人口・経済・社会保障の関連等について調査研究を行い、福祉国家に関する研究を具
体的な政策に結びつけることを目指す厚生労働省の付属機関です。

公共施設等運営権制度
（コンセッション）

利用料金の徴収を行う公共施設について、公共施設の所有権を公共主体が有したま
ま、施設の運営権を民間事業者に設定する運営方式のことです。

コンビニ窓口収納
税金や公共料金などの代金を納める方法の一つで、コンビニエンスストアが料金徴収
を代行することをいいます。制度に対応した納付書により、コンビニエンスストアでの支
払いが可能となります。

さ

債権管理条例

歳入の確保による財政健全化と市民負担の公平性を確保するためには、市が保有す
る債権をより一層適正に管理する必要があることから、市の債権について必要な事項
を定め、市の債権管理の適正化を図ることを目的に平成27(2015)年3月に制定された
条例のことです。

財政調整基金 年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てる基金のことです。

再任用職員（制度）

定年等により退職した職員の知識や技術を市の業務に活用していくとともに、段階的に
引き上げられている公的年金との接続のため、１年以内の任期を定め、改めて職員と
して採用する制度のことです。
この制度は、平成11(1999)年に公布された「地方公務員法等の一部を改正する法律」
によるもので、平成13(2001)年４月１日から施行されました。

サンセット方式
予算等に一定期間の期限を設定し、その期限を過ぎたら自動的に廃止する方式のこと
です。

市債（地方債）
地方自治体（市）が公共施設や道路、水道、下水道などの整備のために、長期（１年以
上）にわたって借り入れる資金のことで、いわゆる市の借金をいいます。

2 



説 明用 語

さ

施設分類別計画

公共施設再配置計画を進めていくための4つのアクションプランの一つで、施設の分類
ごとに建物の状況や施設の稼働率、提供しているサービス、施設設置の経緯や市の施
策との整合性などから、今後の取扱い、方向性、優先度を個々の施設ごとに示す計画
です。

実質公債費比率

一般会計等が負担する全会計及び一部事務組合等の元利償還金、また、これに準じ
る額の大きさを指標化し資金繰りの程度を示すものです。
この比率が18％以上になると地方債の発行に許可が必要となり、25％以上になると一
部の地方債の発行が制限されます。

指定管理者
公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業や財団法人、ＮＰＯ法人、
市民グループなどの法人・その他の団体に包括的に代行させることができる制度で
す。

社会保障費
医療・介護の自己負担分以外の給付額や年金の受給額など、社会福祉の制度によっ
て地方自治体等から市民に給付される金銭・サービスの額のことです。

周南市人材育成基本方針

「周南市まちづくり総合計画」で目指す将来の都市像「人・自然・産業が織りなす 未来
につなげる 安心自立都市 周南」を実現し、住民の福祉の増進につなげるため、市民
に信頼され、地域のために高い成果を上げる活力ある組織を目指して、それを担う職
場のあり方と職員の育成について、その方向性を示したものです。

受益者負担
地方自治体等が、特定の利益を受ける個人などに負担を求めることです。公共施設等
の利用者から使用料を徴収したり、一定の地域の住民が使用する施設について、維持
費や建設費用の一部を負担する場合などがあります。

将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき、全会計、一部事務組合、第3セクターを含めた実質的
な負債額の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すものです。
この比率が350％を超えると財政健全化計画を策定する必要が生じます。

使用料・手数料
市の施設の利用や特定のサービスに対する対価として徴収するものです。
公民館や市営住宅の使用料、住民票や所得証明発行の手数料などがあります。

職員提案制度
平成20(2008)年度にスタートした周南市の制度で、職員が日々の業務を行う中で感じ
たまちづくりや市民サービス、事務改善に結びつく事柄を、職場の枠を超えて提案する
制度のことです。

人事評価制度

人事評価制度は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績
を評価する制度であり、任用・給与・分限その他の人事管理の基礎となるツールの１つ
です。
評価の過程における評価者と被評価者とのコミュニケーションの円滑化を図り、組織内
の意識の共有化や業務改善等を行うことで、人材育成や組織の活性化、効率的な行
政運営につなげることも目的としています。

スクラップアンドビルド
行政等における膨張抑制の方法の一つで、組織や事業の新設にあたっては、同等の
組織もしくは事業の廃止を条件とすることをいいます。

スマート自治体

人口減少が深刻化しても自治体が持続可能な形で行政サービスを提供し続け、住民
福祉の水準を維持し、職員を事務作業から解放して職員でなければできないより価値
のある業務に注力し、ベテラン職員の経験をAI等に蓄積・代替することで団体の規模・
能力や職員の経験年数にかかわらずミスなく事務処理を行える自治体のことをいいま
す。
各自治体で使用しているシステムを標準化することでRPAなどの横展開や共同購入を
進め、コスト削減につなげることも想定されています。

生産年齢人口
年齢別人口のうち、15歳から64歳までの人口で、労働力の中核をなす世代の人口のこ
とです。
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説 明用 語

さ
増嵩 分量・金額などが増えることをいいます。

た

第２次周南市まちづくり総合計画

平成25(2013)年９月に制定した周南市総合計画策定条例に基づき、将来展望のもとに
自主的かつ総合的なまちづくりを計画的に進めるため、まちづくりの長期的な目標から
具体的な事業計画までを明らかにする、市の最上位計画のことです。基本構想は平成
27(2015)年度からの10年間を計画期間とし、基本計画は、平成27(2015)年度からの５年
間を前期、令和２(2020)年度からの５年間を後期の計画期間としています。

滞納処分
租税債権の強制実現手続きを総称するものであり、納税者等が自主納付しない場合
に、債権者である市が自力執行を行うための強制換価手続のことです。

地域別計画

公共施設再配置計画を進めていくための4つのアクションプランの一つで、「施設分類
別計画」間での調整により「優先的に再配置に取り組むべき施設」が立地する地域にお
いて、公共施設の再編・再配置をテーマとして、地域住民と協力して策定に取り組んで
いく計画です。

地方公会計制度

地方公会計制度とは、「現金主義・単式簿記」によるこれまでの地方自治体の会計制
度に「発生主義・複式簿記」の企業会計的要素を取り込むことにより、資産・負債などの
ストック情報や、現金主義の会計制度では見えにくいコストを把握し、自治体の財政状
況等をわかりやすく開示するとともに、資産・債務の適正管理や有効活用といった、中・
長期的な視点に立った自治体経営の強化に資するものです。

地方交付税

地方自治体間には財源の格差があることから、その不均衡を調整して、どの市町村に
住んでも一定水準の行政サービスが受けられるよう、国税5税（所得税、法人税、酒
税、消費税、たばこ税）の一定割合が国から交付されます。
地方交付税には、一定の算式により交付される普通交付税（26年度：全体の95％）と災
害など特別な財政事情に応じて交付される特別交付税（26年度：全体の5％）がありま
す。

長期修繕計画

公共施設再配置計画を進めていくための4つのアクションプランの一つで、いわゆるハ
コモノ施設などを対象に、「予防保全」の考えに基づき、建物の状況等について診断な
どを実施し把握した上で、「公共施設の長寿命化」を推進する計画です。これにより効
率的な施設の維持管理、コストの縮減と更新費用の平準化を目指します。

長寿命化計画
公共施設再配置計画を進めていくための4つのアクションプランの一つで、道路や橋
りょう、上下水道施設等のインフラ施設について、適切な維持・修繕を実施することで長
寿命化を図りつつ、安心安全に使用するために策定する計画です。

転貸債 自治体以外の者へ貸し付ける費用に充てるため発行した地方債のことです。

トータル人事システム
周南市人材育成基本方針で目指す「職員像」「職場像」を具現化するために、「採用」
「能力開発」「評価」「異動・配置」「処遇」「職場環境」の６つの取組を連動させ、効果的
な人材育成や組織の活性化につなげていく仕組みのことです。

特別会計
特定事業の経理を一般会計の経理と区別して別個に処理するための会計です。国民
健康保険特別会計や介護保険事業特別会計のように法律でその設置が義務付けられ
ているものと、条例によって設置できるものとがあります。

は

働き方改革

国が進める「一億総活躍社会を実現するための改革」のことで、少子高齢化が進む中
でも「50年後も人口１億人を維持し、職場・家庭・地域で誰しもが活躍できる社会」を目
指すために、平成30（2018）年７月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律」が公布されました。
労働者が個々の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するために、長時
間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の
確保等を目指す取組のことです。

平準化
業務や物事、財政的な負担などが特定の時期や資源に集中することを防ぐために、均
一になるように調整することをいいます。
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説 明用 語

は

辺地債
辺地を有する市町村が、辺地の総合計画に基づいて行う公共施設の整備事業に係る
地方債のことです。

包括的民間委託
公共施設等の管理・運営業務について、性能発注方式によって一定の性能の確保を
条件としつつ、運営方法の詳細は受託者に委ねることで、民間の創意工夫を生かした
効率的な維持管理やサービス提供を行うことです。

ま

マイナポータル
（電子申請）

政府が運営するインターネットでのサービスのことをいいます。 行政機関が保有する特
定個人情報やそのやり取りの記録の確認、子育てや介護をはじめとする行政手続、行
政機関からのお知らせの受取りなどがパソコンや携帯端末から利用できます。

マイナンバー制度
日本に住民票がある人全員に付番した12桁の番号のことをいいます。社会保障、税、
災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを
確認するために活用されます。

マネジメント
有形資産や無形資産、行政運営上のリスクなどを適正に管理し、行政の運営効果が最
適化となるようにする手法のこと。

や
遊休資産

市が所有する資産のうち、老朽化や所期の目的を終えたため使用や稼働を休止してい
る土地や建物のことです。

予防保全
建物などにおいて、不具合が発生する前に計画的な修繕を行うことで機能の維持を図
る管理方法のことです。

ら

臨時財政対策債

地方自治体の財源不足に対処するため、特例的に発行できる地方債です。以前は国
が交付税特別会計で借り入れて普通交付税として配分していたものを、平成13(2001)
年度から、地方自治体自らが地方債として借り入れるようになったものです。
一般的な地方債とは異なり、建設事業以外の経費にも充当でき、元利償還額の全額が
普通交付税により補てんされます。

わ

ワーク・ライフ・バランス
働くすべての方々が、子育て期、中高年期といった、人生の各段階において、「仕事」と
育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった「仕事以外の生活」との調和をとり、
その両方を充実させる働き方・生き方のことです。

2040年問題
2040年には日本の人口が約１億600人まで減少し、加えて高齢化率が36.8％まで上昇
するという推計をもとに、日本社会が2040年に直面するとされる問題の総称のことで
す。

AI
(Artificial Intelligence)

人間が持っている認識や推論など知的ふるまいの一部をソフトウェアを用いて人工的
に再現する人工知能のことをいいます。

ICT
(Information and
Communication Technology)

従来のITを発展させた考え方で、情報通信やネットワークに関連するコンピューター技
術の活用に着目する場合に用います。

IoT
(Internet of Things)

「モノのインターネット」と訳されていて、様々な物にインターネットの通信機能を持たせ
ることにより、情報交換をし、相互に制御する仕組みのことをいいます。

PFI
(Private Finance Initiative)

公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能
力を活用して行う方式のことです。

RPA
(Robotic Process Automation)

コンピューターの操作をソフトウェア（ロボット）により自動化することをいいます。
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